
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
十
四
号

給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る

省
令

水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
六

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
水
装
置
の
構

造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
耐
圧
に
関
す
る
基
準
）

第
一
条
　
給
水
装
置
（

終
の
止
水
機
構
の
流
出
側
に
設

置
さ
れ
て
い
る
給
水
用
具
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
耐
圧
の
た
め
の
性
能

を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
給
水
装
置
（
次
号
に
規
定
す
る
加
圧
装
置
及
び
当

該
加
圧
装
置
の
下
流
側
に
設
置
さ
れ
て
い
る
給
水
用

具
並
び
に
第
三
号
に
規
定
す
る
熱
交
換
器
内
に
お
け

る
浴
槽
内
の
水
等
の
加
熱
用
の
水
路
を
除
く
。
）
は
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
耐
圧
に
関
す
る
試
験
（
以

下
「
耐
圧
性
能
試
験
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
一
・
七

五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
静
水
圧
を
一
分
間
加
え
た
と

き
、
水
漏
れ
、
変
形
、
破
損
そ
の
他
の
異
常
を
生
じ

な
い
こ
と
。

二
　
加
圧
装
置
及
び
当
該
加
圧
装
置
の
下
流
側
に
設
置

さ
れ
て
い
る
給
水
用
具
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
給
水
用
具
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

は
、
耐
圧
性
能
試
験
に
よ
り
当
該
加
圧
装
置
の

大

吐
出
圧
力
の
静
水
圧
を
一
分
間
加
え
た
と
き
、
水
漏

れ
、
変
形
、
破
損
そ
の
他
の
異
常
を
生
じ
な
い
こ

と
。

イ
　
当
該
加
圧
装
置
を
内
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
減
圧
弁
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ハ
　
ロ
の
減
圧
弁
の
下
流
側
に
当
該
加
圧
装
置
が
設

置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
加
圧
装
置
の
下
流
側
に
設
置
さ
れ
て
い
る

給
水
用
具
に
つ
い
て
ロ
の
減
圧
弁
を
通
さ
な
い
水

と
の
接
続
が
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
熱
交
換
器
内
に
お
け
る
浴
槽
内
の
水
等
の
加
熱
用

の
水
路
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
接
合
箇
所
（
溶
接
に
よ
る
も

の
を
除
く
。
）
を
有
せ
ず
、
耐
圧
性
能
試
験
に
よ
り

一
・
七
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
静
水
圧
を
一
分
間
加
え

た
と
き
、
水
漏
れ
、
変
形
、
破
損
そ
の
他
の
異
常
を

生
じ
な
い
こ
と
。

イ
　
当
該
熱
交
換
器
が
給
湯
及
び
浴
槽
内
の
水
等
の

加
熱
に
兼
用
す
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
熱
交
換
器
の
構
造
と
し
て
給
湯
用
の
水
路

と
浴
槽
内
の
水
等
の
加
熱
用
の
水
路
が
接
触
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
パ
ッ
キ
ン
を
水
圧
で
圧
縮
す
る
こ
と
に
よ
り
水
密

性
を
確
保
す
る
構
造
の
給
水
用
具
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
性
能
を
有
す
る
と
と
も
に
、
耐
圧
性
能
試
験
に

よ
り
二
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
静
水
圧
を
一
分
間
加
え

た
と
き
、
水
漏
れ
、
変
形
、
破
損
そ
の
他
の
異
常
を

生
じ
な
い
こ
と
。

２
　
給
水
装
置
の
接
合
箇
所
は
、
水
圧
に
対
す
る
充
分
な

耐
力
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
構
造
及
び
材
質
に
応
じ

た
適
切
な
接
合
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
家
屋
の
主
配
管
は
、
配
管
の
経
路
に
つ
い
て
構
造
物

の
下
の
通
過
を
避
け
る
こ
と
等
に
よ
り
漏
水
時
の
修
理

を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
浸
出
等
に
関
す
る
基
準
）

第
二
条
　
飲
用
に
供
す
る
水
を
供
給
す
る
給
水
装
置
は
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
浸
出
に
関
す
る
試
験
（
以
下

「
浸
出
性
能
試
験
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
供
試
品
（
浸
出

性
能
試
験
に
供
さ
れ
る
器
具
、
そ
の
部
品
、
又
は
そ
の

材
料
（
金
属
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
に
つ

い
て
浸
出
さ
せ
た
と
き
、
そ
の
浸
出
液
は
、
別
表
第
一

の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
水
栓
そ
の
他
給
水
装

置
の
末
端
に
設
置
さ
れ
て
い
る
給
水
用
具
に
あ
っ
て
は

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
そ
れ
以
外
の

給
水
装
置
に
あ
っ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
給
水
装
置
は
、
末
端
部
が
行
き
止
ま
り
と
な
っ
て
い

る
こ
と
等
に
よ
り
水
が
停
滞
す
る
構
造
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
末
端
部
に
排
水
機
構
が
設
置

さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
給
水
装
置
は
、
シ
ア
ン
、
六
価
ク
ロ
ム
そ
の
他
水
を

汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
貯
留
し
、
又
は
取
り
扱

う
施
設
に
近
接
し
て
設
置
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
鉱
油
類
、
有
機
溶
剤
そ
の
他
の
油
類
が
浸
透
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
給
水
装
置
は
、

当
該
油
類
が
浸
透
す
る
お
そ
れ
の
な
い
材
質
の
も
の
又

は
さ
や
管
等
に
よ
り
適
切
な
防
護
の
た
め
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
撃
限
界
に
関
す
る
基
準
）

第
三
条
　
水
栓
そ
の
他
水
撃
作
用
（
止
水
機
構
を
急
に
閉

止
し
た
際
に
管
路
内
に
生
じ
る
圧
力
の
急
激
な
変
動
作

用
を
い
う
。
）
を
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
給
水
用
具
は
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
水
撃
限
界
に
関
す
る
試
験
に

よ
り
当
該
給
水
用
具
内
の
流
速
を
二
メ
ー
ト
ル
毎
秒
又

は
当
該
給
水
用
具
内
の
動
水
圧
を
〇
・
一
五
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
と
す
る
条
件
に
お
い
て
給
水
用
具
の
止
水
機
構
の

急
閉
止
（
閉
止
す
る
動
作
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
給
水

用
具
に
あ
っ
て
は
、
自
動
閉
止
）
を
し
た
と
き
、
そ
の

水
撃
作
用
に
よ
り
上
昇
す
る
圧
力
が
一
・
五
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
以
下
で
あ
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
給
水
用
具
の
上
流
側
に
近
接

し
て
エ
ア
チ
ャ
ン
バ
ー
そ
の
他
の
水
撃
防
止
器
具
を
設

置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
適
切
な
水
撃
防
止
の
た
め
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
防
食
に
関
す
る
基
準
）

第
四
条
　
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
給
水
装
置
は
、
酸

又
は
ア
ル
カ
リ
に
対
す
る
耐
食
性
を
有
す
る
材
質
の
も

の
又
は
防
食
材
で
被
覆
す
る
こ
と
等
に
よ
り
適
切
な
侵

食
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
漏
え
い
電
流
に
よ
り
侵
食
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
給
水
装
置
は
、
非
金
属
製
の
材

質
の
も
の
又
は
絶
縁
材
で
被
覆
す
る
こ
と
等
に
よ
り
適

切
な
電
気
防
食
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
逆
流
防
止
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条
　
水
が
逆
流
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
さ

れ
て
い
る
給
水
装
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
逆
流
を
防
止
す
る
た
め
の
性
能
を
有

す
る
給
水
用
具
が
、
水
の
逆
流
を
防
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
適
切
な
位
置
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
水
受
け
容
器
の
越
流
面
の
上
方
一
五
〇
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
位
置
）
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
減
圧
式
逆
流
防
止
器
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
逆
流
防
止
に
関
す
る
試
験
（
以
下
「
逆
流
防

止
性
能
試
験
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
三
キ
ロ
パ
ス

カ
ル
及
び
一
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
静
水
圧
を
一

分
間
加
え
た
と
き
、
水
漏
れ
、
変
形
、
破
損
そ
の

他
の
異
常
を
生
じ
な
い
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
負
圧
破
壊
に
関
す
る
試
験
（
以
下

「
負
圧
破
壊
性
能
試
験
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
流
入

側
か
ら
マ
イ
ナ
ス
五
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を

加
え
た
と
き
、
減
圧
式
逆
流
防
止
器
に
接
続
し
た

透
明
管
内
の
水
位
の
上
昇
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
な
い
こ
と
。

ロ
　
逆
止
弁
（
減
圧
式
逆
流
防
止
器
を
除
く
。
）
及

び
逆
流
防
止
装
置
を
内
部
に
備
え
た
給
水
用
具

（
ハ
に
お
い
て
「
逆
流
防
止
給
水
用
具
」
と
い
う

。
）
は
、
逆
流
防
止
性
能
試
験
に
よ
り
三
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
及
び
一
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
静
水
圧
を

一
分
間
加
え
た
と
き
、
水
漏
れ
、
変
形
、
破
損
そ

の
他
の
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

ハ
　
逆
流
防
止
給
水
用
具
の
う
ち
次
の
表
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
ロ
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
逆
流
防
止
給
水
用
具
の

区
分
に
応
じ
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
と

す
る
。

逆
流
防
止
給
水
用
具

の
区
分

読
み
替
え

ら

れ

る

字
句

読

み

替

え

る

字
句

（
１
）
　
減
圧
弁

一
・
五
メ

ガ

パ

ス

カ
ル

当

該

減

圧

弁

の

設

定

圧

力

（
２
）
　
当
該
逆
流
防

止
装
置
の
流
出
側

に
止
水
機
構
が
設

け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

か
つ
、
大
気
に
開

口
さ
れ
て
い
る
逆

流
防
止
給
水
用
具

（
（
３
）
及
び
（
４
）

に
規
定
す
る
も
の

を
除
く
。
）

三
キ
ロ
パ

ス

カ

ル

及

び

一

・

五

メ

ガ

パ

ス
カ
ル

三

キ

ロ

パ

ス

カ
ル

（
３
）
　
浴
槽
に
直
結

し
、
か
つ
、
自
動

給
湯
す
る
給
湯
機

及
び
給
湯
付
き
ふ

ろ
が
ま
（
（
４
）
に

規
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）

一
・
五
メ

ガ

パ

ス

カ
ル

五

〇

キ

ロ

パ

ス

カ

ル

（
４
）
　
浴
槽
に
直
結

し
、
か
つ
、
自
動

給
湯
す
る
給
湯
機

及
び
給
湯
付
き
ふ

ろ
が
ま
で
あ
っ
て

逆
流
防
止
装
置
の

流
出
側
に
循
環
ポ

ン
プ
を
有
す
る
も

の

一
・
五
メ

ガ

パ

ス

カ
ル

当

該

循

環

ポ

ン

プ

の大

吐

出

圧

力

又

は

五

〇

キ

ロ

パ

ス

カ

ル

の

い

ず

れ

か

の

高

1



い

圧

力

ニ
　
バ
キ
ュ
ー
ム
ブ
レ
ー
カ
は
、
負
圧
破
壊
性
能
試

験
に
よ
り
流
入
側
か
ら
マ
イ
ナ
ス
五
四
キ
ロ
パ
ス

カ
ル
の
圧
力
を
加
え
た
と
き
、
バ
キ
ュ
ー
ム
ブ
レ

ー
カ
に
接
続
し
た
透
明
管
内
の
水
位
の
上
昇
が
七

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

ホ
　
負
圧
破
壊
装
置
を
内
部
に
備
え
た
給
水
用
具

は
、
負
圧
破
壊
性
能
試
験
に
よ
り
流
入
側
か
ら
マ

イ
ナ
ス
五
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
加
え
た
と

き
、
当
該
給
水
用
具
に
接
続
し
た
透
明
管
内
の
水

位
の
上
昇
が
、
バ
キ
ュ
ー
ム
ブ
レ
ー
カ
を
内
部
に

備
え
た
給
水
用
具
に
あ
っ
て
は
逆
流
防
止
機
能
が

働
く
位
置
か
ら
水
受
け
部
の
水
面
ま
で
の
垂
直
距

離
の
二
分
の
一
、
バ
キ
ュ
ー
ム
ブ
レ
ー
カ
以
外
の

負
圧
破
壊
装
置
を
内
部
に
備
え
た
給
水
用
具
に
あ

っ
て
は
吸
気
口
に
接
続
し
て
い
る
管
と
流
入
管
の

接
続
部
分
の

下
端
又
は
吸
気
口
の

下
端
の
う

ち
い
ず
れ
か
低
い
点
か
ら
水
面
ま
で
の
垂
直
距
離

の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

ヘ
　
水
受
け
部
と
吐
水
口
が
一
体
の
構
造
で
あ
り
、

か
つ
、
水
受
け
部
の
越
流
面
と
吐
水
口
の
間
が
分

離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
水
の
逆
流
を
防
止
す

る
構
造
の
給
水
用
具
は
、
負
圧
破
壊
性
能
試
験
に

よ
り
流
入
側
か
ら
マ
イ
ナ
ス
五
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

の
圧
力
を
加
え
た
と
き
、
吐
水
口
か
ら
水
を
引
き

込
ま
な
い
こ
と
。

二
　
吐
水
口
を
有
す
る
給
水
装
置
が
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
呼
び
径
が
二
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に

あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
呼
び
径

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
近
接
壁
か

ら
吐
水
口
の
中
心
ま
で
の
水
平
距
離
及
び
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
越
流
面
か
ら
吐
水
口
の

下
端
ま
で

の
垂
直
距
離
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
呼
び
径
が
二
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
越
流
面
か
ら
吐
水

口
の

下
端
ま
で
の
垂
直
距
離
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

２
　
事
業
活
動
に
伴
い
、
水
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
に
給
水
す
る
給
水
装
置
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定

す
る
垂
直
距
離
及
び
水
平
距
離
を
確
保
し
、
当
該
場
所

の
水
管
そ
の
他
の
設
備
と
当
該
給
水
装
置
を
分
離
す
る

こ
と
等
に
よ
り
、
適
切
な
逆
流
の
防
止
の
た
め
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
寒
に
関
す
る
基
準
）

第
六
条
　
屋
外
で
気
温
が
著
し
く
低
下
し
や
す
い
場
所
そ

の
他
凍
結
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る

給
水
装
置
の
う
ち
減
圧
弁
、
逃
し
弁
、
逆
止
弁
、
空
気

弁
及
び
電
磁
弁
（
給
水
用
具
の
内
部
に
備
え
付
け
ら
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
弁
類
」
と
い
う
。
）
に

あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
耐
久
に
関
す
る

試
験
（
以
下
「
耐
久
性
能
試
験
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

十
万
回
の
開
閉
操
作
を
繰
り
返
し
、
か
つ
、
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
耐
寒
に
関
す
る
試
験
（
以
下
「
耐
寒
性

能
試
験
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
零
下
二
〇
度
プ
ラ
ス
マ

イ
ナ
ス
二
度
の
温
度
で
一
時
間
保
持
し
た
後
通
水
し
た

と
き
、
そ
れ
以
外
の
給
水
装
置
に
あ
っ
て
は
、
耐
寒
性

能
試
験
に
よ
り
零
下
二
〇
度
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
度
の

温
度
で
一
時
間
保
持
し
た
後
通
水
し
た
と
き
、
当
該
給

水
装
置
に
係
る
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
性
能
、
第

三
条
に
規
定
す
る
性
能
及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
断
熱
材
で
被
覆
す
る
こ
と
等
に
よ
り
適
切
な

凍
結
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
耐
久
に
関
す
る
基
準
）

第
七
条
　
弁
類
（
前
条
本
文
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
耐
久
性
能
試
験
に
よ
り
十
万
回
の
開
閉
操
作
を
繰

り
返
し
た
後
、
当
該
給
水
装
置
に
係
る
第
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
性
能
、
第
三
条
に
規
定
す
る
性
能
及
び
第

五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
性
能
を
有
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
九
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し
く
は

設
置
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
給
水
装
置
又
は
現
に
建

築
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
給
水
装
置

の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
の
給
水
装
置
の
大
規
模
の
改
造
の
と
き
ま
で

は
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
有
機
物
（
全
有
機
炭

素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
の
項
中
「
有
機
物
（
全
有
機
炭

素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
」
と
あ
る
の
は
「
有
機
物
等

（
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
）
」
と
、
同
項
の
中

欄
中
「
〇
・
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
〇
ｍ

ｇ
／
ｌ
」
と
、
同
項
の
下
欄
中
「
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ

る
の
は
「
一
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
す
る
。

第
三
条
　
パ
ッ
キ
ン
を
除
く
主
要
部
品
の
材
料
と
し
て
ゴ

ム
、
ゴ
ム
化
合
物
又
は
合
成
樹
脂
を
使
用
し
て
い
る
水

栓
そ
の
他
給
水
装
置
の
末
端
に
設
置
さ
れ
て
い
る
給
水

用
具
の
浸
出
液
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
フ
ェ
ノ
ー

ル
類
の
項
中
「
〇
・
〇
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る
の

は
「
〇
・
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し

く
は
設
置
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
給
水
装
置
又
は
現

に
建
築
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
給
水

装
置
の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
給
水
装
置
の
大
規
模
の
改
造
の
と
き
ま
で

は
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
六
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し
く
は
設

置
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
給
水
装
置
又
は
現
に
建
築

の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
給
水
装
置
の

構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
給
水
装
置
の
大
規
模
の
改
造
の
と
き
ま
で
は
、
こ

の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
二
月
一
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
水
装
置
の
構
造
及
び

材
質
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
次
条
に
お
い
て
「
新
給

水
装
置
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
カ
ド
ミ
ウ
ム
及

び
そ
の
化
合
物
の
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
欄

中
「
〇
・
〇
〇
〇
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る
の
は
、

「
〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し

く
は
設
置
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
給
水
装
置
又
は
現

に
建
築
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
給
水
装
置
省
令
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
給
水
装
置
の
大
規
模
の
改
造
の
と
き
ま
で
は
、
こ

の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し

く
は
設
置
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
給
水
装
置
又
は
現

に
建
築
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
そ
の
給
水
装
置
の
大
規
模
の
改
造
の
と
き

ま
で
は
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
六
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
別
表
第
二
の
改
正

規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し

く
は
設
置
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
給
水
装
置
又
は
現

に
建
築
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
給
水
装
置
の
大
規
模
の
改
造
の
と
き

ま
で
は
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
三
八
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質

の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
次
条
に
お
い
て
「
新
給
水
装

置
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

の
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
欄
中
「
〇
・
〇
〇

二
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／

ｌ
」
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し

く
は
設
置
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
給
水
装
置
又
は
現

に
建
築
の
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
給
水
装
置
省
令
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
給
水
装
置
の
大
規
模
の
改
造
の
と
き
ま
で
は
、
こ

の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

別
表
第
一

事
項

水
栓
そ
の
他
給
水
装

置
の
末
端
に
設
置
さ

れ
て
い
る
給
水
用
具

の
浸
出
液
に
係
る
基

準

給
水
装
置
の
末
端
以

外
に
設
置
さ
れ
て
い

る
給
水
用
具
の
浸
出

液
、
又
は
給
水
管
の

浸
出
液
に
係
る
基
準

カ
ド
ミ
ウ
ム

及
び
そ
の
化

合
物

カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
に

関
し
て
、
〇
・
〇
〇

〇
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下

で
あ
る
こ
と
。

カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
に

関
し
て
、
〇
・
〇
〇

三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で

あ
る
こ
と
。

水
銀
及
び
そ

の
化
合
物

水
銀
の
量
に
関
し
て

、
〇
・
〇
〇
〇
〇
五

ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ

る
こ
と
。

水
銀
の
量
に
関
し
て

、
〇
・
〇
〇
〇
五
ｍ

ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る

こ
と
。

セ
レ
ン
及
び

そ
の
化
合
物

セ
レ
ン
の
量
に
関
し

て
、
〇
・
〇
〇
一
ｍ

ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る

こ
と
。

セ
レ
ン
の
量
に
関
し

て
、
〇
・
〇
一
ｍ
ｇ

／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

鉛
及
び
そ
の

化
合
物

鉛
の
量
に
関
し
て
、

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

鉛
の
量
に
関
し
て
、

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ヒ
素
及
び
そ

の
化
合
物

ヒ
素
の
量
に
関
し
て

、
〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ

／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ヒ
素
の
量
に
関
し
て

、
〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

六
価
ク
ロ
ム

化
合
物

六
価
ク
ロ
ム
の
量
に

関
し
て
、
〇
・
〇
〇

六
価
ク
ロ
ム
の
量
に

関
し
て
、
〇
・
〇
二

二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で

あ
る
こ
と
。

ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ

る
こ
と
。

亜
硝
酸
態
窒

素

〇
・
〇
〇
四
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
四
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

シ
ア
ン
化
物

イ
オ
ン
及
び

塩
化
シ
ア
ン

シ
ア
ン
の
量
に
関
し

て
、
〇
・
〇
〇
一
ｍ

ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る

こ
と
。

シ
ア
ン
の
量
に
関
し

て
、
〇
・
〇
一
ｍ
ｇ

／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

硝
酸
態
窒
素

及
び
亜
硝
酸

態
窒
素

一
・
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

一
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下

で
あ
る
こ
と
。

フ
ッ
素
及
び

そ
の
化
合
物

フ
ッ
素
の
量
に
関
し

て
、
〇
・
〇
八
ｍ
ｇ

／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

フ
ッ
素
の
量
に
関
し

て
、
〇
・
八
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

ホ
ウ
素
及
び

そ
の
化
合
物

ホ
ウ
素
の
量
に
関
し

て
、
〇
・
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

ホ
ウ
素
の
量
に
関
し

て
、
一
・
〇
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

四
塩
化
炭
素

〇
・
〇
〇
〇
二
ｍ
ｇ

／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

〇
・
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

一
・
四―

ジ

オ
キ
サ
ン

〇
・
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

シ
ス―

一
・

二―

ジ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン

及
び
ト
ラ
ン

ス―

一
・
二

―

ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

〇
・
〇
〇
四
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
四
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ジ
ク
ロ
ロ
メ

タ
ン

〇
・
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

テ
ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ
ル
ム
ア
ル

デ
ヒ
ド

〇
・
〇
〇
八
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
八
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

亜
鉛
及
び
そ

の
化
合
物

亜
鉛
の
量
に
関
し
て

、
〇
・
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

亜
鉛
の
量
に
関
し
て

、
一
・
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム
及
び
そ
の

化
合
物

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
量

に
関
し
て
、
〇
・
〇

二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で

あ
る
こ
と
。

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
量

に
関
し
て
、
〇
・
二

ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ

る
こ
と
。

鉄
及
び
そ
の

化
合
物

鉄
の
量
に
関
し
て
、

〇
・
〇
三
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

鉄
の
量
に
関
し
て
、

〇
・
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

銅
及
び
そ
の

化
合
物

銅
の
量
に
関
し
て
、

〇
・
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

銅
の
量
に
関
し
て
、

一
・
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

ナ
ト
リ
ウ
ム

及
び
そ
の
化

合
物

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
量
に

関
し
て
、
二
〇
ｍ
ｇ

／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
量
に

関
し
て
、
二
〇
〇
ｍ

ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る

こ
と
。

マ
ン
ガ
ン
及

び
そ
の
化
合

物

マ
ン
ガ
ン
の
量
に
関

し
て
、
〇
・
〇
〇
五

ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ

る
こ
と
。

マ
ン
ガ
ン
の
量
に
関

し
て
、
〇
・
〇
五
ｍ

ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る

こ
と
。

塩
化
物
イ
オ

ン

二
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下

で
あ
る
こ
と
。

二
〇
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

蒸
発
残
留
物

五
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下

で
あ
る
こ
と
。

五
〇
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

陰
イ
オ
ン
界

面
活
性
剤

〇
・
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

〇
・
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

非
イ
オ
ン
界

面
活
性
剤

〇
・
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

フ
ェ
ノ
ー
ル

類

フ
ェ
ノ
ー
ル
の
量
に

換
算
し
て
、
〇
・
〇

〇
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

フ
ェ
ノ
ー
ル
の
量
に

換
算
し
て
、
〇
・
〇

〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下

で
あ
る
こ
と
。

有
機
物
（
全

有

機

炭

素

（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）

の
量
）

〇
・
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
で
あ
る
こ
と
。

三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で

あ
る
こ
と
。

味

異
常
で
な
い
こ
と
。
異
常
で
な
い
こ
と
。

臭
気

異
常
で
な
い
こ
と
。
異
常
で
な
い
こ
と
。

色
度

〇
・
五
度
以
下
で
あ

る
こ
と
。

五
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。

濁
度

〇
・
二
度
以
下
で
あ

る
こ
と
。

二
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。

一
・
二―

ジ

ク
ロ
ロ
エ
タ

ン

〇
・
〇
〇
〇
四
ｍ
ｇ

／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

〇
・
〇
〇
四
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

ア
ミ
ン
類

ト
リ
エ
チ
レ
ン
テ
ト

ラ
ミ
ン
と
し
て
、

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
リ
エ
チ
レ
ン
テ
ト

ラ
ミ
ン
と
し
て
、

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

エ
ピ
ク
ロ
ロ

ヒ
ド
リ
ン

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

酢
酸
ビ
ニ
ル

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ス
チ
レ
ン

〇
・
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

二
・
四―

ト

ル
エ
ン
ジ
ア

ミ
ン

〇
・
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

二
・
六―

ト

ル
エ
ン
ジ
ア

ミ
ン

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

一
・
二―

ブ

タ
ジ
エ
ン

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

一
・
三―

ブ

タ
ジ
エ
ン

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／

ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と

。

備
考

主
要
部
品
の
材
料
と
し
て
銅
合
金
を
使
用
し
て
い
る
水

栓
そ
の
他
給
水
装
置
の
末
端
に
設
置
さ
れ
て
い
る
給
水

用
具
の
浸
出
液
に
係
る
基
準
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
表
鉛

及
び
そ
の
化
合
物
の
項
中
「
〇
・
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
」

と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
〇
七
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
、
亜
鉛
及

び
そ
の
化
合
物
の
項
中
「
〇
・
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る

の
は
「
〇
・
九
七
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
、
銅
及
び
そ
の
化
合

物
の
項
中
「
〇
・
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・

九
八
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
す
る
。

別
表
第
二

呼
び
径
の
区
分

近
接
壁
か
ら
吐
水

口
の
中
心
ま
で
の

水
平
距
離

越
流
面
か
ら
吐
水

口
の

下
端
ま
で

の
垂
直
距
離

一
三
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

二
五
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上

二
五
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上

3



一
三
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
〇
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

四
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上

四
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上

二
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
五
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上

五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上

備
考

１
　
浴
槽
に
給
水
す
る
給
水
装
置
（
水
受
け
部
と
吐
水

口
が
一
体
の
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
水
受
け
部
の
越
流

面
と
吐
水
口
の
間
が
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
水

の
逆
流
を
防
止
す
る
構
造
の
給
水
用
具
（
こ
の
表
及
び

次
表
に
お
い
て
「
吐
水
口
一
体
型
給
水
用
具
」
と
い
う

。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
表
下
欄
中
「
二
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
り
、
又
は
「
四
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

２
　
プ
ー
ル
等
の
水
面
が
特
に
波
立
ち
や
す
い
水
槽
並

び
に
事
業
活
動
に
伴
い
洗
剤
又
は
薬
品
を
入
れ
る
水
槽

及
び
容
器
に
給
水
す
る
給
水
装
置
（
吐
水
口
一
体
型
給

水
用
具
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
表
下
欄
中
「
二

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
り
、
「
四
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
」

と
あ
り
、
又
は
「
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、

「
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

別
表
第
三

区
分

越
流
面
か
ら

吐
水
口
の

下
端
ま
で
の

垂
直
距
離

近
接
壁
の
影
響
が
な
い
場
合

（
１
．
７×

ｄ

＋
５
）
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以

上

近

接

壁

の

影

響

が

あ

る
場
合

近
接
壁
が

一
面
の
場

合

壁
か
ら
の
離
れ

が
（
３×

Ｄ
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の

（
３×

ｄ
）
ミ

リ
メ
ー
ト
ル

以
上

壁
か
ら
の
離
れ

が
（
３×

Ｄ
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
（
５×

Ｄ
）
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も

の

（

２×

ｄ

＋

５
）
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上

壁
か
ら
の
離
れ

が
（
５×

Ｄ
）

（
１
．
７×

ｄ

＋
５
）
ミ
リ

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の

メ
ー
ト
ル
以

上

近
接
壁
が

二
面
の
場

合

壁
か
ら
の
離
れ

が
（
４×

Ｄ
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の

（

３

．

５×

ｄ
）
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上

壁
か
ら
の
離
れ

が
（
４×

Ｄ
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
（
６×

Ｄ
）
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も

の

（
３×

ｄ
）
ミ

リ
メ
ー
ト
ル

以
上

壁
か
ら
の
離
れ

が
（
６×

Ｄ
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
（
７×

Ｄ
）
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も

の

（

２×

ｄ

＋

５
）
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上

壁
か
ら
の
離
れ

が
（
７×

Ｄ
）

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の

（
１
．
７×

ｄ

＋
５
）
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以

上

備
考

１
　
Ｄ
：
吐
水
口
の
内
径
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

ｄ
：
有
効
開
口
の
内
径
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

２
　
吐
水
口
の
断
面
が
長
方
形
の
場
合
は
長
辺
を
Ｄ
と

す
る
。

３
　
越
流
面
よ
り
少
し
で
も
高
い
壁
が
あ
る
場
合
は
近

接
壁
と
み
な
す
。

４
　
浴
槽
に
給
水
す
る
給
水
装
置
（
吐
水
口
一
体
型
給

水
用
具
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
下
欄
に
定
め
る
式
に
よ

り
算
定
さ
れ
た
越
流
面
か
ら
吐
水
口
の

下
端
ま
で
の

垂
直
距
離
が
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
距
離
は
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

５
　
プ
ー
ル
等
の
水
面
が
特
に
波
立
ち
や
す
い
水
槽
並

び
に
事
業
活
動
に
伴
い
洗
剤
又
は
薬
品
を
入
れ
る
水
槽

及
び
容
器
に
給
水
す
る
給
水
装
置
（
吐
水
口
一
体
型
給

水
用
具
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
下
欄
に
定
め
る
式
に
よ

り
算
定
さ
れ
た
越
流
面
か
ら
吐
水
口
の

下
端
ま
で
の

垂
直
距
離
が
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
距
離
は
二
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
。
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